
 

 

市教委は、育鵬社版教科書（歴史）を採択。愛

媛新聞は、左記記事のように「学校現場の評価割

れる」なか、育鵬社版を採択したことを報道して

います。 

同採択には、下記㋐～㋓の不可解さがあります。 

    

アアアア    

新居浜市教委の新居浜市教委の新居浜市教委の新居浜市教委の育鵬育鵬育鵬育鵬社版採択社版採択社版採択社版採択の不可解さの不可解さの不可解さの不可解さ    
＊＊＊ 不可解な採択委員会の答申と市教委の採択 ＊＊＊ 

採択の不可解点  

 
① 調査員 育鵬社版を高く評価 

育鵬社版：A（１位） 東京書籍版：B（2位） 
 

育鵬社版の評価は全国的に低い 

調査員はその育鵬社版を高く評価←←←←不可解 

              ↓↓↓↓    

採択委員会が調査員を人選 

↓↓↓↓ 

㋐調査員の恣意的な人選の疑い？ 
 
 
② ｢学校評価｣東京書籍版を高く評価 

各学校の意見の集計｢学校評価｣ 

 

東京書籍版：1位／10校（12校中） 

育鵬社版：  1位／2校 
              ↓↓↓↓    

｢学校評価｣は、全教員が参加 
              ↓↓↓↓    

恣意的な介入は困難 
          ↓↓↓↓    

「調査員評価」より「学校評価」が公正公平性高い 
              ↓↓↓↓    

多くの教員が育鵬社版より東京書籍版を評価 
              ↓↓↓↓ 

採択委員会は、調査員資料の評価を採用し 

育鵬社版を１位（A）に選定し、市教委に答申 

        ↓↓↓↓ 

㋑採択委が人選した調査員評価を採択委は優先 

 

 

③ 採択委員会会議録の不備 

採択委の審議を経ての育鵬社を１位とする結

果に至る委員らの発言内容が一切記載されて

いない 
        ↓↓↓↓ 

㋒公文書の記載義務違反 
            
 

④ 採択委員に事務局員3名 
        ↓↓↓↓ 

㋓戦前の反省にもとづく採択制度違反の人選 
 


